
｣

士 養 栄 理 管

士 養 栄 第

五

百

六

十

七

号

令

和

七

年

二

月

二

十

五

日

(

火
曜
日)

栄養士

目

次

規

則

○
岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

医
療
整
備
課)

六
七
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
健
康
増
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
医
療
課)

六
八

告

示

○
廃
川
敷
地
等
の
発
生

(

河

川

課)

六
八

○
各
務
原
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
事
業
の
認
可

(

都
市
政
策
課)

六
八

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
図

書

館)

六
九

規

則

岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
四
号

岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

｢

別
記
第
二
号
様
式
、
別
記
第
二
号
様
式
の
二
、
別
記
第
五
号
様
式
及
び
別
記
第
六
号
様
式
中

｢を

に
改
め
る
。

｣
附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ

り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
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日



に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し

た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
健
康
増
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
五
号

岐
阜
県
健
康
増
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
健
康
増
進
法
施
行
細
則(

平
成
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
注
第
二
号
中｢管

理
栄
養
士
は
､
｣

を｢管
理
栄
養
士
が
｣

に
、｢い

ま
す
が
｣

を｢い
る
場
合
は
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
健
康
増
進
法
施
行
細
則
の
規
定

に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
健
康
増
進
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の

調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
八
十
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令(

昭
和
四
十
年
政
令
第
十

四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
類
は
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
河
川
課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

河
川
の
名
称

木
曽
川
水
系
濁
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

恵
那
市
大
井
町
字
下
岡
瀬
沢
二
六
八
三
番
六

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

土
地

一
、
三
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル

岐
阜
県
告
示
第
八
十
一
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
各
務
原
都
市

計
画
ご
み
焼
却
場
事
業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
の
名
称

各
務
原
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

各
務
原
市
ご
み
焼
却
施
設
設
備
維
持
補
修
事
業

一
号

各
務
原
市
ご
み
焼
却
場

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
か
ら

令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

岐
阜
県
各
務
原
市
須
衛
字
稲
田
及
び
字
地
獄
洞

地
内

使
用
の
部
分

な
し
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公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
図
書
館
内
書
庫
移
動
棚
等
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
２
第
１
項
第

８
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
４
月
10日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
昭
和
区
阿
由
知
通
四
丁
目
13番
地

キ
ハ
ラ
株
式
会
社
名
古
屋
営
業
所

所
長
中
山
信
彦

６
契
約
金
額
168,300,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
課
図
書
利
用
係

�
所
在
地
岐
阜
市
宇
佐
四
丁
目
２
番
１
号

( ) 令和７年２月25日 岐 阜 県 公 報 第 567 号69



第 567 号 岐 阜 県 公 報 令和７年２月25日 ( )70

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


